
気象情報等の発表方法変更のお知らせ 

 

令和８年５月２９日から、防災気象情報の発表方法等が変更されました。 

これに伴い、避難確保計画のひな型を一部変更しております。 

既に計画を作成済みの施設においては、改めて新しいひな型により計画を作

成するか、または既存の計画を訂正するなどにより、変更内容を適切に避難確保

計画に反映してください。 

 

変更のポイント 

・５段階の警戒レベルに合わせ、防災気象情報（河川氾濫、大雨、高潮）の発表

レベルが整理されます。 

・河川氾濫に関する情報（以前は「〇〇川氾濫注意情報」など）の名称が他の気

象情報に合わせて変更されます。 

・高潮に関する情報について、予報精度向上に伴い、警戒レベルとの対応関係が

修正されます。（以前は「警報」「特別警報」＝レベル４、「警報に切り替える可

能性が高い注意報」＝レベル３として発表されていました。） 

・上記に伴い、洪水注意報・洪水警報が廃止されます。 

 

警戒レベル 河川氾濫 大雨 高潮 

５ 氾濫特別警報 大雨特別警報 高潮特別警報 

４ 氾濫危険警報 大雨危険警報 高潮危険警報 

３ 氾濫警報 大雨警報 高潮警報 

２ 氾濫注意報 大雨注意報 高潮注意報 

１ 早期注意情報 

 

 →裏面あり 

 

 

新設 

名称を統一 



避難確保計画のひな型修正箇所 

３ 臨時休業を判断する 

 

 

 

 

４ 避難する 体制移行の判断基準 

 

 

５ 情報収集手段 

 

６ 避難先経路図 

 


